
内
閣
衆
質
一
六
一
第
五
六
号

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
松
野
信
夫
君
提
出
土
地
改
良
事
業
の
受
益
者
負
担
金
の
未
納
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日
受
領

答

弁

第

五

六

号



衆
議
院
議
員
松
野
信
夫
君
提
出
土
地
改
良
事
業
の
受
益
者
負
担
金
の
未
納
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
六
一
号
）
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
が
土

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
三
条
資
格
者
」
と
い

う
。
）
等
か
ら
国
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
負
担
金
を
直
接
徴
収
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
支
払
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

な
お
、
農
林
水
産
省
が
実
施
し
た
土
地
改
良
区
運
営
実
態
等
統
計
調
査
に
よ
れ
ば
、
土
地
改
良
区
が
組
合
員
か
ら
徴
収
す

る
平
成
十
四
年
度
分
の
賦
課
金
の
う
ち
、
国
営
土
地
改
良
事
業
、
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
及
び
土
地
改
良
区
営
事
業
に

係
る
負
担
金
等
に
充
て
ら
れ
る
特
別
賦
課
金
の
徴
収
率
は
、
同
年
度
末
で
約
九
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
同
年
度
内
に
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度
以
降
も
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
国
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
法
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
判
断
し

て
い
る
。
な
お
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
又
は
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を

一



定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
土
地
に
つ
い
て
の
三
条
資
格
者
が
当
該
土
地

改
良
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
金
額
が
、
そ
の
農
業
経
営
の
状
況
か
ら
み
て
相
当
と
認
め
ら
れ

る
負
担
能
力
の
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

国
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
負
担
金
に
関
す
る
農
家
負
担
の
軽
減
に
関
し
て
は
、
農
業
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま

え
、
こ
れ
ま
で
も
、
負
担
金
の
一
部
を
助
成
す
る
事
業
等
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

国
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
負
担
金
を
負
担
し
て
い
る
土
地
改
良
区
の
組
合
員
が
所
有
す
る
当
該
事
業
の
受
益
地
で
あ
る

農
地
が
競
売
に
よ
り
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
般
に
、
土
地
改
良
区
は
、
残
余
の
負
担
金
に
つ
い
て
は
当
該
第

三
者
に
対
し
て
賦
課
徴
収
す
る
こ
と
と
な
る
。

二


